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不動産証券化協会 
平成１５年３月３１日時点 

（１）規則の改善状況 

項目番号 旧規則 新規則 コメント 

１－１ 規則第１条 この規則は、本協会の
会員の業務に関して顧客からの苦情
を受け付け、会員と苦情の申出人の
間で解決が円滑に図られるべく、そ
の解決支援に向けて、公正、中立、
迅速、誠実に対応するための手続き
等を定め、当該業務の振興・発展と、
顧客の保護に資することを目的とす
る。 

規則第１条 この規則は、本協会の会員の業
務に関して顧客からの苦情を受付け、会員と
苦情の申出人との間で解決が円滑に図られる
べく、その解決支援に向けて、公正中立な立
場から迅速、誠実かつ透明度の高い手続き等
を定め、当該業務の振興・発展と、顧客の保
護に資することを目的とする。 

透明性について規則に追加 

１－２ なし 規則第４条 
４ 相談室は、受付けた苦情に関し、当該苦
情等の発生原因等を解明し、同種の苦情等の
再発防止、拡大防止及び未然防止に努める。 

再発防止等について規定 

２－２ なし 規則第３条 
２ 相談室及び会員は、相談室の周知に努め
る。 

相談室の周知について新規
に規定 

２－３ なし 規則第９条 相談室は、前条による説明では
納得が得られない顧客（「個人」に限る。以下
本条において同じ。）又は相談室が苦情を受付
けた日から３ヶ月以上経過しても苦情の解決
が図られていないとする顧客もしくは相談室
が苦情を受付ける以前に、会員と顧客の間で

選択権の確保として仲裁セ
ンターの利用について新規
に規定 
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相当期間交渉したが苦情の解決が図られてい
ないとする顧客から、その旨の申し出を受け
たときは、協会と東京弁護士会、第一東京弁
護士会及び第二東京弁護士会（以下弁護士会
という。）とが協定を締結している弁護士会の
運営する「仲裁センター」の利用申し込みが
可能であることを説明し、利用申込みに関す
る顧客の意思を確認するものとする。 

２－５ なし 細則第２条 
２ 相談室は、研修等により苦情等の解決支
援を担当する職員の育成に努めるものとす
る。 

人材育成について新規に規
定 

２－７ 規則第３条 
２  相談室は、第１条の目的を達成
するために他の「苦情相談受付機関」
等の協力を得ることができる。 
 
規則第１３条   
相談室は、受け付けた苦情の内容ま
たは解決支援の状況により、適当と
判断する「苦情相談受付機関」等を
顧客に紹介することができる。この
場合、苦情の相手方たる会員に対し
その紹介した先を通知するものとす
る。 

規則第４条  
３ 相談室は、受付けた苦情のうち、他の「苦
情相談受付機関」が適切に対応できると判断
した場合には、他の「苦情相談受付機関」に
移送するものとする。 
細則第３条  
相談室は、苦情の内容により規則第４条第３
項の他の「苦情相談受付機関」等に移送する
場合（弁護士会の「仲裁センター」は除く。）
には、紹介先の他の「苦情相談受付機関」が
受入れ可能であることを確認し、苦情を申し
出た顧客に当該受付機関の窓口を紹介するこ
とができる。 
２ 相談室は、他の「苦情相談受付機関」を

機関間連携について改定 
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紹介した場合には、相手方たる会員に当該苦
情相談受付機関に紹介した旨を通知するもの
とする。 

２－８ 規則第１２条 相談室が受け付けた
苦情に関する記録（顧客のプライバ
シーに係るもの）は非公開を原則と
する。ただし、当該顧客の承諾を得
た場合は、この限りではない。 
２  会員は、第６条第１項の規定に
よる苦情の申し出があった旨の通知
を受けた場合も、前項の規定に従わ
ねばならない。 
３  相談室は、苦情事例の研究、業
務改善や関係者との連携等、共通諸
問題を検討するために第１項の規定
の範囲に限って、その記録を協議会
に報告することができる。 
 
細則第１０条  苦情解決支援に関す
る業務遂行に当たり作成された苦情
受付票等の書類並びに会員より提出
された書類は、苦情解決日より３年
間は原票を保管する。ただし、申出
人からの取消しのなされた事案にか
かる書類はこの限りではない。 
２  前項の場合、期間経過後は原票

規則第１４条 相談室は、苦情等の受付状況
及び対応の結果を記録し、保管する。 
２ 相談室は、苦情等の受付状況及び対応の
結果に関する概要を定期的に公表する。なお、
申出人に関する情報であって、公にするとこ
とにより、申出人の権利その他正当な利益を
害するおそれのあるものについては非公開と
する。また、申出を受けた会員の情報につい
ても同様の取扱いとする。 
 
細則第１１条 規則第１４条第２項に定める
「定期的に」とは、前条に定める報告後１ヶ
月以内とする。 
 
 
細則第１０条は変更なし 
 
 

新規則第１４条では、記録の
保管、結果等の公表、プライ
バシーへの配慮に関して改
定 
 
記録の保管方法等について
は変更なし 
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を電子情報等の処理を以って保管す
ることができる。 

３－２ 規則第１条 この規則は、本協会の
会員の業務に関して顧客からの苦情
を受け付け、会員と苦情の申出人の
間で解決が円滑に図られるべく、そ
の解決支援に向けて、公正、中立、
迅速、誠実に対応するための手続き
等を定め、当該業務の振興・発展と、
顧客の保護に資することを目的とす
る。 
 
規則第３条  本協会は、第１条の目
的を達成するために本協会事務局内
に、苦情の受付とその解決支援のた
めに苦情相談室（以下「相談室」と
いう。）を設置する。 
２  相談室は、第１条の目的を達成
するために他の「苦情相談受付機関」
等の協力を得ることができる。 
 
 
 
 
 
 

規則第１条 この規則は、本協会の会員の業
務に関して顧客からの苦情を受付け、会員と
苦情の申出人との間で解決が円滑に図られる
べく、その解決支援に向けて、公正中立な立
場から迅速、誠実かつ透明度の高い手続き等
を定め、当該業務の振興・発展と、顧客の保
護に資することを目的とする。 
 
 
 
規則第 3 条 本協会は、第１条の目的を達成
するために本協会事務局内に、苦情の受付と
その解決支援のために相談室を設置する。 
 
 
規則第４条 
３ 相談室は、受付けた苦情のうち、他の「苦
情相談受付機関」が適切に対応できると判断
した場合には、他の「苦情相談受付機関」に
移送するものとする。 
細則第３条  
相談室は、苦情の内容により規則第４条第３
項の他の「苦情相談受付機関」等に移送する
場合（弁護士会の「仲裁センター」は除く。）

具体的内容１について 
「透明性」について規定 
 
 
 
 
 
 
 
 
具体的内容２について 
他機関へ移送する場合につ
いて改定。その他変更なし 
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規則第４条  相談室は、顧客からの
苦情受付および解決支援に関する業
務を行うに当たっては、常に公正・
中立な態度を保持すると共に、苦情
を申し出た顧客から事情を十分聴き
取るなどにより、顧客の正当な権利
を損なわぬよう注意しなければなら
ない。 
２  相談室は、口頭により苦情を受
け付けたときには、必要に応じてそ
の申出人に対し書面の提出を求める
ことができる。 
 
規則第６条 相談室は、顧客から苦
情の申し出があった場合は、これを
誠実に受け付け、当該苦情の相手方
たる会員に対して、苦情の申し出が
あった旨を通知し、当該苦情の迅速

には、紹介先の他の「苦情相談受付機関」が
受入れ可能であることを確認し、苦情を申し
出た顧客に当該受付機関の窓口を紹介するこ
とができる。 
２ 相談室は、他の「苦情相談受付機関」を
紹介した場合には、相手方たる会員に当該苦
情相談受付機関に紹介した旨を通知するもの
とする。 
 
（変更なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
規則第６条 相談室は、顧客から苦情の申し
出があった場合は、これを誠実に受け付け、
当該苦情の相手方たる会員に対して、苦情の
申し出があった旨を通知し、当該苦情の迅速
な解決を求めることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
具体的内容３について 
一部改定 
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な解決を求めることができる。 
２  相談室は、苦情の受付・解決支
援に当たり必要があると認めた場合
には、当該苦情の相手方たる会員に
対して、その解決に関する文書の提
出または口頭等による説明および関
係書類の提出を求めることができ
る。 
３  当該会員は、前項の求めに対し
て、正当な事由なき場合はこれを拒
否することができない。 
 
規則第７条 会員は、前条第１項に
よる苦情の解決のため、迅速かつ誠
実に対応しなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２  相談室は、苦情の受付・解決支援に当た
り必要があると認めた場合には、当該苦情の
相手方たる会員に対して、その解決に関する
文書の提出または口頭等による説明および関
係書類の提出を求めることができる。 
 
 
（３項は新規則第７条へ） 
 
 
 
規則第７条 会員は、前条第１項及び第２項
の求めに対して、迅速かつ誠実に対応しなけ
ればならない。ただし、第２項の求めに対し
て正当な事由がある場合はこの限りではな
い。 
 
規則第９条 相談室は、前条による説明では
納得が得られない顧客（「個人」に限る。以下
本条において同じ。）又は相談室が苦情を受付
けた日から３ヶ月以上経過しても苦情の解決
が図られていないとする顧客もしくは相談室
が苦情を受付ける以前に、会員と顧客の間で
相当期間交渉したが苦情の解決が図られてい
ないとする顧客から、その旨の申し出を受け
たときは、協会と東京弁護士会、第一東京弁

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
具体的内容４について 
解決が図られない場合につ
いて規定 
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規則第１０条 協議会は、会員に対
し、本規則遵守のために必要な指導
または勧告を行うことができる。ま
た、相談室に直接指導または勧告を
行わせることが適当であると本協会
が判断した場合には、当該行為を相
談室に行わせることができる。 
２  会員は前項による指導または勧
告があったときは、すみやかに、誠
実に対応するとともに、再発防止に
努めなければならない。 
３  第１項の定めに関し、本協会が
必要と認めた場合には、当該会員に
対して、その解決に向けた取り組み
に関する文書の提出または口頭等に
よる説明を求めることができる。 
４  第１項および第３項による措置
を実施したのちも、当該会員の本規
則遵守に関する状況に改善が認めら
れない場合には、本協会は「社団法
人不動産証券化協会定款」に基づい

護士会及び第二東京弁護士会（以下弁護士会
という。）とが協定を締結している弁護士会の
運営する「仲裁センター」の利用申し込みが
可能であることを説明し、利用申込みに関す
る顧客の意思を確認するものとする。 
 
（変更なし） 
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た措置を当該会員に行うことができ
る 
 
規則第１２条 相談室が受け付けた
苦情に関する記録（顧客のプライバ
シーに係るもの）は非公開を原則と
する。ただし、当該顧客の承諾を得
た場合は、この限りではない。 
 
 
 

 
 
 
規則第１４条 相談室は、苦情等の受付状況
及び対応の結果を記録し、保管する。 
２ 相談室は、苦情等の受付状況及び対応の
結果に関する概要を定期的に公表する。なお、
申出人に関する情報であって、公にするとこ
とにより、申出人の権利その他正当な利益を
害するおそれのあるものについては非公開と
する。また、申出を受けた会員の情報につい
ても同様の取扱いとする。 

 
 
 
具体的内容５について 
プライバシーへの配慮につ
いて改定 

３－４ 規則第７条 会員は、前条第１項に
よる苦情の解決のため、迅速かつ誠
実に対応しなければならない。 
 
 
２  会員は、前項の苦情解決に関す
る対応の結果をすみやかに相談室に
報告しなければならない。この場合、
調査等の必要により報告までに期間
が必要とされる場合は、１ヶ月毎に
その対応状況を報告しなければなら
ない。 

規則第７条 会員は、前条第１項及び第 2 項
の求めに対して、迅速かつ誠実に対応しなけ
ればならない。ただし、第２項の求めに対し
て正当な事由がある場合はこの限りではな
い。 
２  会員は、前項の苦情解決に関する対応結
果をすみやかに相談室に報告しなければなら
ない。 
３ 会員は、相談室が苦情を受付けた日から
３ヶ月以上経過しても苦情の解決が図られな
い場合はその対応状況をすみやかに相談室に
報告しなければならない。 

一定期間経過後の報告につ
いて規定 

３－８ なし 規則第７条 
３ 会員は、相談室が苦情を受付けた日から

標準処理期間について規定 
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３ヶ月以上経過しても苦情の解決が図られな
い場合はその対応状況をすみやかに相談室に
報告しなければならない。 
規則第９条  
相談室は、前条による説明では納得が得られ
ない顧客（「個人」に限る。以下本条において
同じ。）又は相談室が苦情を受付けた日から３
ヶ月以上経過しても苦情の解決が図られてい
ないとする顧客もしくは相談室が苦情を受付
ける以前に、会員と顧客の間で相当期間交渉
したが苦情の解決が図られていないとする顧
客から、その旨の申し出を受けたときは、協
会と東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第
二東京弁護士会（以下弁護士会という。）とが
協定を締結している弁護士会の運営する「仲
裁センター」の利用申し込みが可能であるこ
とを説明し、利用申込みに関する顧客の意思
を確認するものとする。 

３－９ 規則第４条   
２  相談室は、口頭により苦情を受
け付けたときには、必要に応じてそ
の申出人に対し書面の提出を求める
ことができる。 

規則第４条 
２ 相談室は、顧客からの苦情を受付けたと
きには、苦情の受付及び手続きの概要等の説
明を行うとともに、必要に応じてその苦情の
申出人に対し書面の提出を求めることができ
る。 

手続きの説明を行う旨規定 

３－１０ 規則第５条  第４条の苦情の受付に
関して、当該苦情の内容が次のいず

規則第５条 前条の苦情の受付に関して、当
該苦情の内容が次のいずれかに該当する場合

解決支援を行わない場合の
説明を行う規定を追加 
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れかに該当する場合は、解決支援に
関する業務の対象外とすることがで
きる。 
(1)苦情の対象たる商品の取引名義
が当該申出人本人でない場合（た
だし、相続等明らかに正当とされ
る理由がある場合は除く）。 

(2)第４条第２項の場合で、その申出
人が、要求に応じなかった場合。 

(3)申し出の内容が苦情でない投資
に関する相談・投資に係る資金相
談等の場合。 

(4)申し出の内容が匿名によるもの
で苦情内容の特定が不明である
と考えられる場合。 

(5)不当な目的またはみだりに苦情
の申し出を行ったと認められる場
合。 

(6)申し出のなされた対象商品につ
き、既に契約期間が終了、または
解約・売却が行われ、相当の期間
が経っている場合。 

(7)申し出のなされた苦情につき、既
に、弁護士会の仲裁センター等に
おける仲裁、民事調停、あるいは
訴訟を行っているか、結了してい
る場合。 

は、解決支援に関する業務の対象外とするこ
とができる。 
 
(1)苦情の対象たる商品の取引名義が当該申
出人本人でない場合（ただし、相続等明ら
かに正当とされる理由がある場合は除く）。 

 
(2)前条第２項の場合で、その申出人が、要求
に応じなかった場合。 

(3)申し出の内容が苦情でない投資に関する
相談・投資に係る資金相談等の場合。 

 
(4)申し出の内容が匿名によるもので苦情内

容の特定が不明であると考えられる場合。 
 
(5)不当な目的またはみだりに苦情の申し出
を行ったと認められる場合。 

 
(6)申し出のなされた対象商品につき、既に契
約期間が終了、または解約・売却が行われ、
相当の期間が経っている場合。 

 
(7)申し出のなされた苦情につき、既に、弁護
士会の仲裁センター等における仲裁、民事
調停、あるいは訴訟を行っているか、結了
している場合。 
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２ 相談室は、当該苦情の内容が前項のいず
れかに該当し、苦情解決支援を行わない場合
は、その旨を当該申出人に説明しなければな
らない。 

３－１１ 規則第７条 会員は、前条第１項に
よる苦情の解決のため、迅速かつ誠
実に対応しなければならない。 
 
 
２  会員は、前項の苦情解決に関す
る対応の結果をすみやかに相談室に
報告しなければならない。この場合、
調査等の必要により報告までに期間
が必要とされる場合は、１ヶ月毎に
その対応状況を報告しなければなら
ない。 
 
 
 

規則第７条 会員は、前条第１項及び第２項
の求めに対して、迅速かつ誠実に対応しなけ
ればならない。ただし、第２項の求めに対し
て正当な事由がある場合はこの限りではな
い。 
２  会員は、前項の苦情解決に関する対応結
果をすみやかに相談室に報告しなければなら
ない。 
３ 会員は、相談室が苦情を受付けた日から
３ヶ月以上経過しても苦情の解決が図られな
い場合はその対応状況をすみやかに相談室に
報告しなければならない。 
 
規則第９条  
相談室は、前条による説明では納得が得られ
ない顧客（「個人」に限る。以下本条において
同じ。）又は相談室が苦情を受付けた日から３
ヶ月以上経過しても苦情の解決が図られてい
ないとする顧客もしくは相談室が苦情を受付
ける以前に、会員と顧客の間で相当期間交渉
したが苦情の解決が図られていないとする顧
客から、その旨の申し出を受けたときは、協

具体的内容２の①・②・③に
ついては規則第７条で規定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
具体的内容２の④について
は、追加的対応として仲裁セ
ンターの利用について規定 
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会と東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第
二東京弁護士会（以下弁護士会という。）とが
協定を締結している弁護士会の運営する「仲
裁センター」の利用申し込みが可能であるこ
とを説明し、利用申込みに関する顧客の意思
を確認するものとする。 

３－１２ 規則第７条 会員は、前条第１項に
よる苦情の解決のため、迅速かつ誠
実に対応しなければならない。 
 
 
２  会員は、前項の苦情解決に関す
る対応の結果をすみやかに相談室に
報告しなければならない。この場合、
調査等の必要により報告までに期間
が必要とされる場合は、１ヶ月毎に
その対応状況を報告しなければなら
ない。 
 
 
 
 

規則第７条 会員は、前条第１項及び第２項
の求めに対して、迅速かつ誠実に対応しなけ
ればならない。ただし、第２項の求めに対し
て正当な事由がある場合はこの限りではな
い。 
２  会員は、前項の苦情解決に関する対応結
果をすみやかに相談室に報告しなければなら
ない。 
３ 会員は、相談室が苦情を受付けた日から
３ヶ月以上経過しても苦情の解決が図られな
い場合はその対応状況をすみやかに相談室に
報告しなければならない。 
 
規則第９条  
相談室は、前条による説明では納得が得られ
ない顧客（「個人」に限る。以下本条において
同じ。）又は相談室が苦情を受付けた日から３
ヶ月以上経過しても苦情の解決が図られてい
ないとする顧客もしくは相談室が苦情を受付
ける以前に、会員と顧客の間で相当期間交渉

対応状況の定期的報告につ
いて改定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
解決が図られていない場合
について規定 



144 

したが苦情の解決が図られていないとする顧
客から、その旨の申し出を受けたときは、協
会と東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第
二東京弁護士会（以下弁護士会という。）とが
協定を締結している弁護士会の運営する「仲
裁センター」の利用申し込みが可能であるこ
とを説明し、利用申込みに関する顧客の意思
を確認するものとする。 

３－１６  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（規則前文） 
顧客と社団法人不動産証券化協会（以下「本

協会」という。）の会員（ここでは正会員およ
び賛助会員の両方を総称して「会員」という。
以下同じ。）との間に生じた苦情や紛争につい
ては、当事者がその解決に向けて自律的に行
動し、かつ未然防止・拡大防止・再発防止の
ため会員自ら積極的に取り組むことが期待さ
れる。 
本協会はこうした認識のもと、顧客と会員

との間に立って苦情解決を支援するという立
場から苦情相談室（以下「相談室」という。）
を設置するとともに、会員と相談室の責務を
明確にするため以下条項からなる「苦情の受
付と解決支援に関する規則」を制定した。 
なお、当事者間による解決が図れずに紛争レ
ベルにまで発展したものに関しては、本規則
に基づいて他の紛争解決支援機関に委ねるも

紛争についての取扱いを明
確にした。 
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規則第７条 会員は、前条第１項に
よる苦情の解決のため、迅速かつ誠
実に対応しなければならない。 
 
 
２  会員は、前項の苦情解決に関す
る対応の結果をすみやかに相談室に
報告しなければならない。この場合、
調査等の必要により報告までに期間
が必要とされる場合は、１ヶ月毎に
その対応状況を報告しなければなら
ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

のとする。 
規則第７条 会員は、前条第１項及び第２項
の求めに対して、迅速かつ誠実に対応しなけ
ればならない。ただし、第２項の求めに対し
て正当な事由がある場合はこの限りではな
い。 
２  会員は、前項の苦情解決に関する対応結
果をすみやかに相談室に報告しなければなら
ない。 
３ 会員は、相談室が苦情を受付けた日から
３ヶ月以上経過しても苦情の解決が図られな
い場合はその対応状況をすみやかに相談室に
報告しなければならない。 
 
規則第９条  
相談室は、前条による説明では納得が得られ
ない顧客（「個人」に限る。以下本条において
同じ。）又は相談室が苦情を受付けた日から３
ヶ月以上経過しても苦情の解決が図られてい
ないとする顧客もしくは相談室が苦情を受付
ける以前に、会員と顧客の間で相当期間交渉
したが苦情の解決が図られていないとする顧
客から、その旨の申し出を受けたときは、協
会と東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第
二東京弁護士会（以下弁護士会という。）とが
協定を締結している弁護士会の運営する「仲
裁センター」の利用申し込みが可能であるこ

 
解決が図られない場合につ
いて規定追加 
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規則第１０条 協議会は、会員に対
し、本規則遵守のために必要な指導
または勧告を行うことができる。ま
た、相談室に直接指導または勧告を
行わせることが適当であると本協会
が判断した場合には、当該行為を相
談室に行わせることができる。 
２  会員は前項による指導または勧
告があったときは、すみやかに、誠
実に対応するとともに、再発防止に
努めなければならない。 
３  第１項の定めに関し、本協会が
必要と認めた場合には、当該会員に
対して、その解決に向けた取り組み
に関する文書の提出または口頭等に
よる説明を求めることができる。 
４  第１項および第３項による措置
を実施したのちも、当該会員の本規
則遵守に関する状況に改善が認めら
れない場合には、本協会は「社団法
人不動産証券化協会定款」に基づい
た措置を当該会員に行うことができ
る 
 

とを説明し、利用申込みに関する顧客の意思
を確認するものとする。 
 
（変更なし） 
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４－９ なし 規則第９条 
２ 前項の手続きを経て、当該顧客より利用
の申し込みがある場合には、相談室は、相手
方の会員に対して、顧客が弁護士会の「仲裁
センター」の利用を求めていることを通知す
る。通知を受けた会員は裁判や民事調停によ
り解決を図ることを明確にする等の合理的な
理由がない限り、顧客からの弁護士会の「仲
裁センター」の利用の求めに応じるものとす
る。 
 
細則第９条 
４ 相談室は、弁護士会の「仲裁センター」
の利用に応諾した当該会員に対して、必要に
応じて、弁護士会の「仲裁センター」への関
係資料の提出を求めることができる。 
 

会員の応諾義務及び資料提
出協力について規定 

４－１０ なし 規則第２条 前条に定める「業務」とは、本
協会に属する会員が組成・運用または販売す
る以下の商品に関する業務をいう。 
（1）不動産特定共同事業法商品 
（2）不動産または不動産の信託受益権を直接

の裏付け資産とする資産流動化型商品。 
（3）不動産または不動産の信託受益権を直接

の運用対象とする資産運用型商品（「投資
信託及び投資法人に関する法律」に基づ

取り扱う範囲及び申立の遡
及期間について規定 
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く商品に限る。） 
 
規則第１０条 
（２）苦情の原因である取引の取引日から３
年が経過している場合 

４－１１ なし 規則第１０条 
（１）取引の名義が当該顧客本人でない場合
（ただし、相続等明らかに合理的な理由があ
る場合は除く。） 

申立人の範囲について規定 

４－１３ なし 規則第９条 
相談室は、前条による説明では納得が得られ
ない顧客（「個人」に限る。以下本条において
同じ。）又は相談室が苦情を受付けた日から３
ヶ月以上経過しても苦情の解決が図られてい
ないとする顧客もしくは相談室が苦情を受付
ける以前に、会員と顧客の間で相当期間交渉
したが苦情の解決が図られていないとする顧
客から、その旨の申し出を受けたときは、協
会と東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第
二東京弁護士会（以下弁護士会という。）とが
協定を締結している弁護士会の運営する「仲
裁センター」の利用申し込みが可能であるこ
とを説明し、利用申込みに関する顧客の意思
を確認するものとする。 
２ 前項の手続きを経て、当該顧客より利用
の申し込みがある場合には、相談室は、相手

仲裁センターの手続きにつ
いて規定 



149 

方の会員に対して、顧客が弁護士会の「仲裁
センター」の利用を求めていることを通知す
る。通知を受けた会員は裁判や民事調停によ
り解決を図ることを明確にする等の合理的な
理由がない限り、顧客からの弁護士会の「仲
裁センター」の利用の求めに応じるものとす
る。 
 
規則第７条  
規則第９条第１項の説明を行う際には、相談
室は、当該苦情の内容が規則第９条第１項お
よび同第１０条に照らして、弁護士会の「仲
裁センター」利用の取扱対象であることを確
認するとともに、当該弁護士会「仲裁センタ
ー」のリーフレット等を交付のうえ以下の事
項を当該顧客に説明し、了解を得るものとす
る。 
（１）相手方である会員が裁判や民事調停に

より解決を図ることを明確にした場合
等には、当該会員は顧客の弁護士会の
「仲裁センター」の利用の求めに応じ
ないことがあること 

（２）弁護士会の「仲裁センター」利用に関
する具体的な手続きは、本規則および
弁護士会との協定等のほか、当該「仲
裁センター」を設置運営する弁護士会
の規則によること 



150 

（３）弁護士以外の者を代理人とする場合に
は、当該「仲裁センター」を設置運営
する弁護士会の手続きに従うこと 

（４）弁護士会の「仲裁センター」の利用に
際し、申立手数料及び申立人の負担部
分に相当する期日手数料については協
会が負担し、和解成立や仲裁判断がな
された場合には、当該「仲裁センター」
を設置運営する弁護士会の規則等に従
い申立人と相手方である会員が成立手
数料を負担すること 

（５）仲裁手続きを進めるためには、相手方
である会員との間で「仲裁合意」が別
に必要なこと 

（６）申込みに当たって確認した事項に関し
て虚偽の事項がある場合には、利用を
取り消すことがあること 

４－１４ なし 規則第１０条  
前条第２項の弁護士会の「仲裁センター」の
利用申込みに関して、当該苦情の内容が次の
いずれかに該当する場合は対象外とする。 
（１）取引の名義が当該顧客本人でない場合

（ただし、相続等明らかに合理的な理
由がある場合は除く。） 

（２）苦情の原因である取引の取引日から３
年が経過している場合 

仲裁センターを利用できな
い場合について規定 
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（３）訴訟が終了もしくは訴訟中、または民
事調停が終了もしくは民事調停中のも
のである場合 

（４）弁護士のあっせん・仲裁手続きが終了
または手続き中のものである場合 

（５）会員の経営方針あるいは会員の役職員
個人に係わる事項など、事柄の性質上、
本規則による弁護士会の「仲裁センタ
ー」の利用が適当でないと認められる
場合 

（６）不当な目的でまたはみだりに苦情の申
し出をしたと認められる場合 

２ 相談室は、当該苦情の内容が前項のいず
れかに該当し、弁護士会の「仲裁センター」
の利用ができない場合は、その旨を当該申出
人に説明しなければならない。 
 

４－１５ なし 細則第７条  
規則第９条第１項の説明を行う際には、相談
室は、当該苦情の内容が規則第９条第１項お
よび同第１０条に照らして、弁護士会の「仲
裁センター」利用の取扱対象であることを確
認するとともに、当該弁護士会「仲裁センタ
ー」のリーフレット等を交付のうえ以下の事
項を当該顧客に説明し、了解を得るものとす
る。 

手続きの説明について規定 
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（１）相手方である会員が裁判や民事調停に
より解決を図ることを明確にした場合
等には、当該会員は顧客の弁護士会の
「仲裁センター」の利用の求めに応じ
ないことがあること 

（２）弁護士会の「仲裁センター」利用に関
する具体的な手続きは、本規則および
弁護士会との協定等のほか、当該「仲
裁センター」を設置運営する弁護士会
の規則によること 

（３）弁護士以外の者を代理人とする場合に
は、当該「仲裁センター」を設置運営
する弁護士会の手続きに従うこと 

（４）弁護士会の「仲裁センター」の利用に
際し、申立手数料及び申立人の負担部
分に相当する期日手数料については協
会が負担し、和解成立や仲裁判断がな
された場合には、当該「仲裁センター」
を設置運営する弁護士会の規則等に従
い申立人と相手方である会員が成立手
数料を負担すること 

（５）仲裁手続きを進めるためには、相手方
である会員との間で「仲裁合意」が別
に必要なこと 

（６）申込みに当たって確認した事項に関し
て虚偽の事項がある場合には、利用を
取り消すことがあること 
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４－２６ なし 細則第７条 
（４）弁護士会の「仲裁センター」の利用に
際し、申立手数料及び申立人の負担部分に相
当する期日手数料については協会が負担し、
和解成立や仲裁判断がなされた場合には、当
該「仲裁センター」を設置運営する弁護士会
の規則等に従い申立人と相手方である会員が
成立手数料を負担すること 

費用負担について規定 

４－２７ なし 規則第１４条  
相談室は、苦情等の受付状況及び対応の結果
を記録し、保管する。 
２ 相談室は、苦情等の受付状況及び対応の
結果に関する概要を定期的に公表する。なお、
申出人に関する情報であって、公にするとこ
とにより、申出人の権利その他正当な利益を
害するおそれのあるものについては非公開と
する。また、申出を受けた会員の情報につい
ても同様の取扱いとする。 

 

 
（２）運用の改善状況 

項目番号 旧運用 新運用 コメント 

３－６ なし 苦情申出人の範囲 
・ 親権者 ・相続人  
代理人の範囲 
・親権者 ・相続人・法定後見人・弁護士  

実務マニュアルに明記 

３－７ ホームページにて ホームページにて 弁護士会仲裁センターの協
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手続きの概要やフローチャートを記
載 

手続きの概要やフローチャートを記載 定に合わせて変更 

 


